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市長あいさつ 

 

 本市は、昭和３２年１０月に誕生し、平成２９年には市政６０年を迎えました。 

また、平成１７年９月の市村合併からも早１５年が経過し、地域の歴史、文化、伝統を継承し

ながら活力のあるまちづくりに取り組んでまいりました。 

 

 近年、世界を取り巻く社会情勢は、コロナ禍により生活様式が大きく変化し、転換期を迎え

ております。本市も例外ではなく、大きなうねりの中で進むべき未来を切り拓いていかなけれ

ばなりません。 

現在、本市のまちづくりにおいては、京奈和自動車道が暫定供用され、広域的なネットワ

ークが強化されました。また、南海トラフ巨大地震を見据えた大規模広域防災拠点の整備

計画など、大きく本市のまちづくりに影響する事業が進みつつあります。県南部地域の中心

的役割を果たすべく、「五條市ビジョン」に掲げる本市の将来に向けた「持続可能なまちづく

り」を目指して、基本方針となる「五條市都市計画マスタープラン」を策定いたしました。 

 

 五條市都市計画マスタープランは、市民の皆様のアンケート調査等により、課題や将来ビ

ジョンを明確にし、目標に向けた整備方針等を明らかにする計画であり、総合的な「まちづく

りの指針」としての役割を果たすものとなります。 

本市は、古（いにしえ）より五つの街道が交わる交通の要衝であるとともに、道だけでなく、

人や文化の交わりも生まれる町であったことから「五條市」となったという説があります。今後

は、本計画に基づき、市民、事業者、行政の連携と協働のもと「ひと・みちが交わり、新たな

価値が生まれるまちづくり」を目指してまいります。 

 

本計画策定にあたって、アンケートや意見募集において貴重なご意見をいただきました

市民の皆様、計画策定にあたってご審議いただきました五條市都市計画審議会委員の皆

様に心から感謝申し上げますとともに、これからの本市のまちづくりについて、今後とも変わ

らぬご支援ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 

 

令和３年３月             

五條市長 太田 好紀 
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